
（「低燃費である旨」の表示） 

 

 「低燃費」というキャッチコピーを使用することは可能でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「低燃費である旨」を表示することは可能です。 

ただし、その根拠として、燃費値（公式テスト値）並びに燃費基準早期達

成車である旨を表示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo：ｽｶｰﾚｯﾄ 1.0E

スカーレットは低燃費！

 低燃費である旨を表示する場合は、当該車両を特定した上で、低燃費であることの

客観的根拠として、当該車両の公式テスト値並びに燃費基準早期達成車である旨等を

表示すること。 

（マニュアル「新車の広告等において燃費と価格等の強調表示を行う際の留意点」１３ページより） 

Photo：ｽｶｰﾚｯﾄ 1.0E 

スカーレット 1.0E は低燃費！

28.0 ㎞／ℓ※ 

(JC08 ﾓｰﾄﾞ 国土交通省審査値) 

※JC08 モード(国土交通省審査値)は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、  
渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン等)に応じて燃料消費率は異なります。 


